
 

警 備 業 務 委 託 契 約 書 

 

 宮崎県（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）とは、警備業務及び駐

車場管理業務の委託について、次のとおり契約を締結する。 

  （目的） 

第１条 甲は、宮崎県○○○○庁舎の警備業務及び駐車場管理業務（以下「委託業務」とい

う。）を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。 

  （委託期間） 

第２条 第２条 この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３

の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間（以下「委

託期間」という。）は、令和８年１０月１日から令和１０年９月３０日までとする。 

  （委託料等） 

第３条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額（以下「委託料等」という。）は、

次のとおりとする。 

  なお、この契約の解除により委託料等に１箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の

月額を日割計算するものとする。 

   委託料         金○，○○○，○○○円（月額 金○○，○○○円） 

   消費税及び地方消費税額    金○○，○○○円（月額 金○○，○○○円） 

   合  計        金○，○○○，○○○円（月額 金○○，○○○円） 

 （契約保証金） 

第４条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○，○○○円を甲に納付し

なければならない。 

２ 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属さ

せることができる。 

  （委託業務の処理方法） 

第５条  乙は、委託業務を別添の警備業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）及び甲の

指示に従って、処理しなければならない。 

  （再委託の禁止） 

第６条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。 

  （権利の譲渡等の禁止） 

第７条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせては

ならない。 

  （警備員数） 

第８条 乙は、委託業務について、仕様書に定める人数以上の警備員（次条第２号に規定す

る警備員をいう。）をもって行わなければならない。 

  （主任警備員及び警備員） 

第９条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、別添の警備業務主任警



備員等報告書（別記様式１）により甲に報告しなければならない。これらの者を変更した

ときも同様とする。 

（１）主任警備員（委託業務の処理について総括管理し、警備員の監督及び指導並びに甲と

の連絡調整を行う者をいう。以下同じ。） 

（２）警備員  （主任警備員の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。以下

同じ。） 

  （警備員の交替） 

第１０条 甲は、警備員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求める

ことができる。 

２ 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な警備員と交替させなければならな

い。 

  （実地調査等） 

第１１条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項につい

て報告を求め、又は実地に調査することができる。 

 （実績報告書の提出） 

第１２条 乙は、警備日誌等を添付した警備業務実績報告書（別記様式２）（以下、「実績

報告書」という。）を翌月１０日までに甲に提出しなければならない。 

２ 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連

絡するものとする。 

３ 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその

指示に従いこれを補正しなければならない。前２項の規定は、この項の規定による補正に

ついて準用する。 

４ 第２項（前項後段において準用する場合を含む。）の検査及び前項前段の補正に要する

費用は、乙の負担とする。 

 （委託料等の請求及び支払） 

第１３条 乙は、甲から前条第２項（同条第３項後段において準用する場合を含む。）の規

定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出する

ものとする。 

２ 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して○日以

内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。 

３ 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又

は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契

約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項本文に規定

する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができ

る。 

 （法令の遵守） 

第１４条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他関連法

令等を遵守しなければならない。 

 （契約の解除） 



第１５条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで

きる。 

（１） 乙がこの契約に違反したとき。 

（２） 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。 

（３） 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がない

と認められるとき。 

（４）  乙が次のいずれかに該当するとき。 

ア 暴力団関係者（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又は宮崎県

暴力団排除条例（平成２３年宮崎県条例第１８号）第２条第４号に規定する暴力団関

係者をいう。以下同じ。）であると認められるとき。 

イ 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支

社、支店若しくは常時清掃業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。）

が暴力団関係者であると認められるとき。 

ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 

オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアから

エまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認めら

れるとき。 

カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約そ

の他の契約の相手方としていた場合（オに該当する場合を除く。）において、甲が当

該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。  

２ 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減

額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。 

３ 甲は、前２項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その

賠償の責めを負わないものとする。 

４ 甲が第１項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の１０

分の１に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

５ 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責

めを負わないものとする。 

  （業務内容の変更等） 

第１６条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一

時中止させることができる。この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、

甲乙協議の上定めるものとする。 

  （損害賠償） 

第１７条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その

損害を賠償しなければならない。 

２ 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなけれ



ばならない。 

  （賠償保険） 

第１８条 乙は、この契約に基づく義務を履行するため、次の各号に掲げる事故の区分に応

じ、それぞれ当該各号に掲げる額以上の損害賠償額を内容とする賠償責任保険に加入し、

甲に令和８年１０月１３日までに報告しなければならない。 

（１）身体上の事故 １事故につき４億円。１人につき２億円 

（２）財産上の事故 １事故につき９億円 

 （秘密の保持） 

第１９条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

２ 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効

力を有するものとする。 

 （個人情報の保護） 

第２０条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取

扱特記事項を遵守しなければならない。 

 （規律維持） 

第２１条 乙は、主任警備員及び警備員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務

の実施に努めなければならない。 

 （費用の負担） 

第２２条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲

は、委託業務の実施に要する電気、水道及びガスを提供するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努

め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。 

３ 前２項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担と

する。 

 （場所の提供） 

第２３条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を警備員室及び休憩室

として、無料で使用することができるものとし、その維持管理は乙の負担とする。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。 

（１）この契約が解除されたとき。  

（２）甲において特に必要が生じたとき。 

 （出勤の停止） 

第２４条 乙は、当院に勤務する警備員が新型コロナウイルス等の感染者、感染者との濃厚

接触者又は、濃厚接触者との接触者となった場合、その安全性が確認されるまでの間、

当該警備員を当院へ出勤させてはならない。 

  （協議等） 

第２５条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規

則（昭和３９年宮崎県規則第２号）第６章の定めるところによるものとし、この契約に定

める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項につい

ては、甲乙協議の上、定めるものとする。 



 

  この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有す

るものとする。 

 

    ○年○月○日 

 

                                           甲 宮 崎 県  

                                             県立延岡病院 

                           院長 山口 哲朗 

 

                                           乙   

 

 


